
【 よくある質問 】外来リハビリについて

外来リハビリは、希望すればだれでも受けられるのですか？

外来リハビリを受けることができない場合とはどのような場合ですか？

外来リハビリテーションはどのくらいの期間受けられますか？

対象疾患により受けられる期間は下記の通りです。（具体的な期間については、リハビリテーション実施の際にご説明いたします）

外来リハビリは予約制と聞きましたが、休む場合や変更等は可能ですか？

リハビリテーション科宛てにお電話ください。代わりの時間を取らせていただきます。

予約空き時間を探します都合上、早めのご連絡をお願いします。

医療保険では、慢性疾患やリラクゼーションを目的としたリハビリや介護保険お持ちで医療保険適応期間終了している場合は、受けることができ

ません。

その他、ご不明な場合は病院受付へお問い合わせください。

当院にて外来受診時の症状により医師の指示のもと開始されます。（症状によってはリハビリ対象とならない場合があります。）

主な症状については、疾患別リハビリテーションの代表疾患をご覧ください。

疾患別リハビリテーション 対象疾患 算定日数(リハを行うことのできる期間)

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷 発症･手術･急性増悪または

脊髄損傷など（術後も対象） 最初の診断日から180日以内

骨折、靭帯損傷、脱臼、関節の変性疾患など 発症･手術･急性増悪または

（術後も対象） 最初の診断日から150日以内

脳血管疾患等リハビリテーション

運動器リハビリテーション


